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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第117期
第１四半期
連結累計期間

第118期
第１四半期
連結累計期間

第117期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (百万円) 741,601 640,349 3,021,973

経常利益又は経常損失(△) (百万円) 20,021 △691 59,124

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(百万円) 10,687 △49,279 19,401

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △11,378 △54,275 4,389

純資産額 (百万円) 1,042,894 986,613 1,048,645

総資産額 (百万円) 2,864,815 2,812,543 2,885,678

１株当たり四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(円) 9.71 △44.79 17.63

潜在株式調整後
１株当たり四半期(当期)純利益

(円) 9.07 ― 16.47

自己資本比率 (％) 35.7 34.3 35.6

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

いない。

２　売上高には、消費税等は含まれていない。

３　第117期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理している。

４　第118期第１四半期連結累計期間の「潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益」欄については、潜在

株式が存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載していない。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な

変更はない。また、主要な関係会社に異動はない。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において新たに発生した事業等のリスクは、次のとおりである。　

　なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断した

ものである。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はない。　

　

原子力発電所事故に伴うリスクについて 

平成23年３月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故は、放射線の風

評被害等により、国内外の市場環境に様々な悪影響を与えており、当社グループの業績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性がある。

また、東京電力及び東北電力管内の電力使用制限、関西電力管内等の節電要請に対して、全社をあげて

節電の取り組みを推進しているが、電力供給不足が深刻化し、計画停電等の事態に至った場合には、工場

の操業低下、一時生産停止となり、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がある。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。
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３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アナログ放送停波を控えた液晶カラーテレビの駆

け込み需要等もあり、個人消費に上向きの動きが見られたが、東日本大震災の影響に伴う生産活動の低

下や輸出の減少、円高の進行などにより、総じて厳しい状況下で推移した。

一方、海外経済も、中国をはじめアジア諸国が引き続き堅調な推移を示したものの、米国景気の下振れ

リスクや欧州の金融不安、さらには、原油価格の高騰など、不透明感の強い状況が続いた。

こうした中、当社グループでは、独自技術を核としたオンリーワンデバイスと特長商品の創出に努める

とともに、地産地消を推進し、国際競争力の強化を図った。また、液晶事業の構造改革や、大型液晶工場の

生産調整、さらには全社に亘る徹底した経費の削減など、一層の経営基盤強化に取り組んだ。

その結果、当第１四半期連結累計期間では、売上高が640,349百万円(前年同四半期比 86.3％)となっ

た。また、利益については、営業利益が3,525百万円(前年同四半期比 15.6％)、経常損益が691百万円の損

失(前年同四半期は20,021百万円の経常利益)となり、四半期純損益が、大型液晶操業損失などを特別損

失に計上したため、49,279百万円の損失(前年同四半期は10,687百万円の四半期純利益)となった。

　

セグメントの業績は、概ね次のとおりである。

①エレクトロニクス機器

冷蔵庫やＬＥＤ照明機器等の販売が好調に推移した。一方、液晶カラーテレビの販売が、アナログ放

送停波前の駆け込み需要から、台数ベースでは伸長したものの、単価下落の影響から金額ベースでは、

減少した。また、携帯電話の販売が、新モデルの発売時期が当第１四半期連結累計期間の後半以降に

なったこともあり、減少した。

この結果、売上高は438,242百万円(前年同四半期比 91.2％)、セグメント利益は20,099百万円(前年

同四半期比 89.9％)となった。

②電子部品

モバイル機器用液晶パネルの売上は、スマートフォン向けや車載向けなどが好調に推移したものの、

テレビ用大型液晶パネルは、大型液晶工場の生産調整の影響から、売上が大幅に減少した。また、ＣＣＤ

・ＣＭＯＳイメージャ等のデジタル製品向けデバイスの売上は、価格下落の影響を受けたことなどか

ら、減少した。

この結果、売上高は284,870百万円(前年同四半期比 72.6％)、セグメント損失は7,982百万円(前年同

四半期は6,387百万円のセグメント利益)となった。

　

当第１四半期連結会計期間末の財政状態については、資産合計が、設備投資の一巡などから、前連結会

計年度末に比べ、73,135百万円減少の2,812,543百万円となった。負債合計は、支払手形及び買掛金の減少

等により、前連結会計年度末に比べ11,103百万円減少の1,825,930百万円となった。また、純資産合計は、

利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ62,032百万円減少の986,613百万円となった。

　

EDINET提出書類

シャープ株式会社(E01773)

四半期報告書

 4/26



　

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はない。

　

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりである。

　

Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
　

会社の財務及び事業の方針の決定を支配することを目的として、対象会社の取締役会の賛同を得な

いで行われる株式の買付行為の中には、その目的等からみて企業価値・株主共同の利益に明白な侵害

をもたらすもの、顧客、取引先、従業員等のステークホルダーの利益を損なうことにより、結果的に企業

価値を損なうもの、株主に株式の売却を強要するおそれのあるもの、買付行為の内容や買付者について

十分な情報を提供しないもの、対象会社の取締役会が買付行為の内容を検討した上で代替案を提供す

るための時間的余裕を提供しないものなど、不適切なものもあり得る。

特に当社グループのように製造業を営む企業にとっては、先端技術や製造技術を自社内で開発し、活

用することが企業価値・株主共同の利益の確保・向上に必要不可欠となるが、研究開発の成果を事業

化するまでには、数年から数十年という長い期間を必要とする場合もあり、また、この間に顧客、取引

先、従業員等のステークホルダーとの良好な協力関係を構築することも欠かすことができない。従っ

て、中長期的な視点に基づいた経営への取り組みこそが当社グループの企業価値を最大化する上で必

須となる。

当社取締役会は、当社グループの買収を企図した当社取締役会の賛同を得ない当社株式の買付行為

であっても、これに応じるか否かは、最終的には当社株主において判断されるべきものであると考えて

いるが、上記のような不適切な買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者と

しては適切ではなく、当社グループの企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれがあると考えてお

り、このような不適切な買付行為が行われる場合には、それに対して相当の対抗措置を発動することも

必要であると考えている。
　

Ⅱ．当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り組み
　

当社は、基本方針の実現に資する特別な取り組みとして、Ⅲ．に記載するもののほか、以下の取り組

みを行っている。

１．中長期的な経営戦略に基づく取り組み

当社グループは、「誠意と創意」の経営信条のもと、常に時代を先取りする独自商品の開発を通じ

て、企業価値の向上に努めるとともに、社会への貢献を果たしてきた。

　今後も当社グループは、先進のエレクトロニクス技術を駆使した独自デバイスと特長商品を創出す

ることが、「価値あるオンリーワン企業」として、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益

を確保し、向上させることにつながると考えている。

　こうした考えのもと、当社グループは、当社のめざすべき企業ビジョンを「エコ・ポジティブ カン

パニー」とし、環境への貢献とエレクトロニクスを通じた経済活動との両立をめざす企業風土を醸

成していく。

　また、中期的な事業ビジョンとして、「省エネ・創エネ機器を核とした環境・健康事業で世界に貢

献する」と、「オンリーワン液晶ディスプレイでユビキタス社会に貢献する」の２つを定め、積極的

な事業活動を展開することにより、企業価値の増大に努めている。

　これら企業ビジョン・事業ビジョンの実現をめざし、企業を取り巻く環境が激しく変化する状況の

中にあっても、いたずらに規模のみを追わず、誠意と独自の技術をもって、世界に貢献する企業とし

て存続するため、事業経営の基本的な視点として、①オンリーワンを旨とするモノづくり、②収益を

重視した高いコスト意識、③適正な経費・在庫・投資管理に基づく強固な経営体質づくりを徹底し、

収益性と安定性に優れた企業体質を構築することに努めている。
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さらに、コンプライアンス意識やステークホルダーの視点をもって業務を遂行することの重要性

を十分認識して事業活動に取り組むことにより企業の社会的責任を果たすとともに、環境・教育・

社会福祉の分野を中心とした様々な社会貢献活動の推進により、広く社会からの期待に応え、信頼と

評価を高めるよう推進している。

　

２．利益還元についての取り組み

当社は、株主への利益還元を経営上の最重要課題の一つと考え、安定配当の維持を基本としなが

ら、連結業績と財務状況並びに今後の事業展開等を総合的に勘案し、配当などの株主還元を実施して

おり、今後とも連結での配当性向30％を目処に積極的な利益還元に努めていく。
　

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取り組み
　

当社は、Ⅰ．の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ

れることを防止するための取り組みを、次のとおりとする。
　

当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、次に掲

げる買付行為に関するルール(以下、「大量買付ルール」という。)を設定し、これらの買付行為を行

おうとする者に対して大量買付ルールの遵守を求め、これを遵守しない場合など、一定の場合におい

て、相当と認められる対応を行うこと。 

・当社取締役会の事前の賛同を得ない特定株主グループ(注)の議決権割合を20％以上とすることを

目的とする当社株式の買付行為 

・結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株式の買付行為 

(以下では、これらの買付行為を「大量買付行為」といい、そのような買付行為を行う者を「大量買付

者」という。また、１．から４．に記載する当社株式の大量買付行為に関する対応プランを「本プラ

ン」という。) 
　

(注) 特定株主グループとは、当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有

者(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を

含む。)及びその共同保有者(金融商品取引法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に

基づき共同保有者とみなされる者を含む。)、又は当社の株券等(金融商品取引法第27条の2第1項に規定す

る株券等をいう。)の買付け等(金融商品取引法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商

品市場において行われるものを含む。)を行う者及びその特別関係者(金融商品取引法第27条の2第7項に規

定する特別関係者をいう。)を意味する。
　

１．本プランの必要性

当社取締役会は、当社株式の大量買付行為が行われる場合、これに応じるか否かについては、最終

的には当社株主において判断されるべきものであると考えているが、株主が適切な判断を行うため

には、大量買付者及び当社取締役会の双方から以下のような事項について必要かつ十分な情報が提

供される必要があると考えている。 

・大量買付行為が当社グループに与える影響や大量買付者が考える当社グループの経営方針、事

業計画の内容 

・顧客、取引先、従業員等の当社グループのステークホルダーへの影響 

・当社取締役会の当該大量買付行為に対する意見や代替案など 

このため、当社取締役会は、大量買付行為が行われる際の一定の合理的なルールを設定しておくこ

とが不可欠であると考える。 
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２．大量買付ルールの内容

当社取締役会が設定する大量買付ルールとは、(1)事前に大量買付者から当社取締役会に対して必

要かつ十分な情報が提供され、(2)当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大量買付行為

を開始する、というものである。具体的には以下のとおりである。
　

(1) 大量買付情報の提供

①大量買付者が大量買付行為を行おうとする場合は、まず当社宛に、大量買付ルールを遵守する旨

並びに大量買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び大量買付行為の概要

を明記した書面(以下、「大量買付ルール遵守表明書」という。)を提出していただく。

②当社は、大量買付ルール遵守表明書の受領後10営業日以内に、株主の判断及び当社取締役会の意

見形成のために、大量買付者に対して具体的な大量買付行為の内容に関する情報や大量買付者

に関する必要かつ十分な情報(以下、「大量買付情報」という。)のリストを当該大量買付者に交

付し、速やかに当該リスト記載の情報を当社に提供していただくこととする。 

大量買付情報の内容を以下に例示しているが、これらに限定されるものではない。 

（a）大量買付者及びそのグループの概要(具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、過去の買

収及び大量買付行為の履歴、当社の事業と同種の事業についての経験等を含む。) 

（b）買付目的、方法及び内容(買付対価の種類・算定根拠、買付資金の裏付け、買付時期、取引の

仕組み等を含む。)

（c）大量買付者に対する資金提供者の概要(具体的名称、資本構成等を含む。)

（d）大量買付完了後に意図する当社グループの経営方針及び事業ごとの詳細な中長期計画、資

本政策、財務政策、配当政策

（e）当社グループの企業価値・株主共同の利益を持続的に向上させるための特許、ブランド等

の活用施策及びその根拠

（f）大量買付完了後に予定する当社グループのステークホルダー(顧客、取引先、従業員、地域社

会等)の処遇の変更の有無及びその内容

③当社取締役会は、大量買付者から提供された情報を精査し、当初提供された情報だけでは不十分

であると考えられる場合には、必要かつ十分な情報が揃うまで追加の情報提供を求める。

④当社取締役会は、大量買付ルール遵守表明書を受領した場合及び大量買付者による大量買付情

報の提供が完了したと判断した場合、適時適切な方法によりその旨を開示する。また、大量買付

行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された大量買付情報について、当社株主の判

断のために必要であると認める事項を、一般的に適切と判断する時点で、その全部又は一部を開

示する。
　

(2) 取締役会評価期間の確保

当社取締役会は、大量買付情報の受領完了後、対価を円貨のみとする場合は60日間、対価を円貨

以外とする場合は90日間を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間

(以下、「取締役会評価期間」という。)として与えられるものとし、大量買付行為は、取締役会評価

期間の満了後にのみ開始されるものとする。 

　当社取締役会は、取締役会評価期間中に、弁護士、ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士

等の外部専門家の助言を受けつつ、提供された大量買付行為の内容に関する情報を十分に評価・

検討し、３．に定める特別委員会の勧告を最大限尊重して、取締役会としての意見を慎重に取りま

とめる。また、適時の情報開示に留意しながら、必要と判断される場合には、大量買付行為の内容を

改善するよう大量買付者と交渉する。 
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３．特別委員会の設置

当社取締役会による大量買付行為の検討・対抗措置の発動にあたっては、社外取締役、社外監査役

及び外部の有識者の中から選任される３名以上の委員により構成される特別委員会が、大量買付行

為の是非及び対抗措置の発動の可否を慎重に審査し、当社取締役会に勧告する。 

　当社取締役会は、この勧告を最大限尊重し、４．に定める対抗措置の取り扱いを最終決定する。 

　なお、特別委員会規則の概要及び特別委員会委員は ※１ 特別委員会の概要のとおりである。 
　

４．対抗措置の取り扱い

(1) 大量買付者が大量買付ルールを遵守し、大量買付行為が当社グループの企業価値・株主共同の

利益を損なうものではないと判断された場合

当社取締役会は、対抗措置を発動しないものとする。
　

(2) 大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合

当社取締役会は、大量買付者が大量買付ルールを遵守せずに買付行為を開始した場合又は大

量買付ルールを逸脱した場合は、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保するため、株

式分割、新株予約権の無償割当て等、その時点の法令及び当社定款が取締役会の権限として認め

る対抗措置を発動することがある。具体的な対抗措置及びその条件については、その時点で相当

と認められるものを選択する。

　具体的対抗措置として無償割当てにより新株予約権を発行する場合の概要は ※２ 新株予約

権の概要に記載のとおりとする。

　なお、新株予約権を発行する場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さ

ないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使

条件及び取得条項を設けることがある。このほか、発行時の状況により、※２ 新株予約権の概要

に定める条件と異なる条件を定める場合がある。
　

(3) 大量買付者が大量買付ルールを遵守するも、大量買付行為が当社グループの企業価値・株主共

同の利益を損なうと判断された場合

大量買付者が大量買付ルールを遵守している場合でも、以下のような場合には、当社取締役会

は、大量買付行為が当社グループの企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと判断する。

①当社グループの経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株

式を当社又は当社関係者に引き取らせる目的であると判断される場合。

②当社グループの経営を一時的に支配して当社グループの事業経営上必要不可欠な知的財産

権、ノウハウ、企業秘密、主要取引先や顧客等を大量買付者やそのグループ会社に譲渡させる

等、いわゆる焦土化目的があると判断される場合。

③当社グループの経営を支配した後に、当社グループの資産を大量買付者やそのグループ会社

等の債務の担保や弁済原資として流用する目的があると判断される場合。

④当社グループの経営を一時的に支配して当社グループの資産を売却等処分させ、その処分利

益をもって一時的な高配当をさせるか、あるいは一時的な高配当による株価上昇の機会を

狙って当社株式の高値売り抜けを目的としていると判断される場合。

⑤その他上記に準じる場合で、当社グループの企業価値・株主共同の利益を著しく損なうもの

と判断される場合。
　

当社取締役会は、上記と判断される大量買付行為が開始された場合には、(2)と同様の対抗措置

を発動することがある。
　

(4) 対抗措置発動の中止について

対抗措置の発動を決定した後、大量買付者から必要かつ十分な情報の提供があり、当社グルー

プの企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資すると特別委員会が勧告し、当社取締役会が

判断した場合は、対抗措置を取り止める。
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Ⅳ．本プランが株主及び投資家に与える影響等
　

１．本プランの導入時において株主及び投資家に与える影響

本プランの導入時においては、株式分割及び新株予約権の無償割当て自体は行われないので、株主

及び投資家の権利・利益に直接、具体的な影響が生じることはない。
　

２．対抗措置発動時に株主及び投資家に与える影響等

大量買付者に対して対抗措置を発動する場合は、状況に応じて株主及び投資家に適時適切な情報

開示を行うとともに、大量買付者以外の株主及び投資家に不利益を与えないよう十分に配慮する。

　但し、Ⅲ．４．（4）に記載のとおり、対抗措置の発動決定後においても、状況により発動を取り止

めることがある。具体的対抗措置として無償割当てにより新株予約権を発行することとした場合に

おいて、この発動を取り止めた場合又は割当ての後にすべての新株予約権を当社が取得した場合は、

一株当たりの株式の価値の希釈化が生じないので、希釈化が生じることを前提として売買を行った

株主及び投資家は、株価の変動により不測の損害を被る可能性がある。
　

３．対抗措置発動に伴って株主に必要となる手続

当社が株式分割や新株予約権の無償割当てを行う場合、その手続等について適時適切な方法によ

りお知らせする。
　

Ⅴ．本プランが基本方針に沿うものであること、当社グループの企業価値・株主共同の利益を損なうも

のではないこと及び当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由 
　

当社取締役会は、本プランは、Ⅰ．に記載の基本方針に沿うものであり、以下の理由から、当社グルー

プの企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするもの

ではないと判断している。

１．本プランが基本方針に沿うものであること 

本プランは、大量買付者が大量買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提

供すること、及び当社取締役会の評価期間が経過した後にのみ当該大量買付行為を開始することを

求め、これを遵守しない大量買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがあることを明

記している。 

また、大量買付ルールが遵守されている場合であっても、当社グループの企業価値・株主共同の利

益を著しく損なうような不適切な大量買付行為が行われる場合には、それに対して相当の対抗措置

を発動することがあることを明記している。 

　このように本プランは、基本方針の考えに沿って設計されたものであるといえる。 
　

２．本プランが当社グループの企業価値・株主共同の利益を損なうものではないこと 

本プランは、基本方針の考え方並びに平成17年５月27日に経済産業省及び法務省から公表された

「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」による３原則(企

業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原

則)及び東京証券取引所の有価証券上場規程に定められた買収防衛策導入時の遵守事項(開示の十分

性、透明性、流通市場への影響、株主の権利の尊重)に沿って設計され、当社株主が大量買付行為に応

じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の代替案の提示を受ける機会の提供をルー

ル化している。これにより、当社株主及び投資家は適切な投資判断を行うことができるので、本プラ

ンが当社グループの企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するも

のであると考える。 

　さらに、本プランの発効・継続が当社株主の承認を条件としており、当社株主が望めば本プランの

廃止も可能であることは、本プランが当社グループの企業価値・株主共同の利益を損なわないこと

を担保していると考えられる。 
　

３．本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと 

本プランは、不適切な大量買付行為に対して、当社取締役会が対抗措置を発動する場合を事前かつ

詳細に開示しており、当社取締役会による対抗措置の発動は本プランの規定に従って行われる。当社

取締役会は単独で本プランの発効を行うことはできず、当社株主の承認を要する。 
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また、大量買付行為に関して当社取締役会が評価、検討、代替案の提示、大量買付者との交渉又は対

抗措置の発動を行う際には、外部の専門家等からの助言を得るとともに、当社経営陣から独立した３

名以上の委員により構成される特別委員会の勧告を最大限尊重するものとし、特別委員会は、当社取

締役の利益を図ることを目的とした助言・勧告を行ってはならないこととしている。このように本

プランには、当社取締役会による適正な運用を担保するための手続も盛り込まれている。 

　以上から、本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものではないことは明らかであると考え

ている。 

　

Ⅵ．その他
　

１．本プランの継続決定に至る経緯

本プランは、平成23年４月27日開催の当社取締役会において、平成23年６月23日開催の当社第117

期定時株主総会における承認を条件として、従前のものを見直し、継続することを決定し、当該定時

株主総会において承認され、継続した。
　

２．本プランの有効期間等

本プランの有効期間は、平成23年６月23日開催の当社第117期定時株主総会終結時から平成26年６

月30日までに開催される第120期定時株主総会終結の時までとする。

　本プランの有効期間の満了前であっても、取締役会の決議によって本プランを廃止することができ

る。また、有効期間中に本プランの基本的考え方に反しない範囲内で、買収防衛策に関する法改正や

証券取引所規則の改正等を踏まえ、必要に応じてⅠ．Ⅱ．の内容及び本プランを見直すことがある。

当社は、本プランが継続、廃止又は変更された場合には速やかに開示する。 

　
※１　特別委員会の概要
　

　 (1) 特別委員会規則の概要
　

・特別委員会は当社取締役会の決議により設置される。
　

・特別委員会の委員(以下、「委員」という。)は３名以上とし、当社及び当社の業務を執行する取

締役から独立した社外取締役、社外監査役及び外部の有識者の中から取締役会が選任する。
　

・委員の任期は１年間とする。但し、期間終了の１か月前までに当社又は委員から相手方に別段

の書面による通知をしない限り、更に１年間自動的に延長されるものとする。
　

・特別委員会は、取締役会の諮問を受けて、以下の各号に記載される事項について審査し、その結

果を当社取締役会に助言又は勧告する。当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重して、

対抗措置に関する決定を行うものとする。 

なお、各委員及び当社各取締役は、こうした決定にあたっては、当社グループの企業価値及び株

主共同の利益に資するか否かの観点からのみこれを行い、自己又は取締役その他の個人的利益

を図ることを目的としてはならない。

　　　　　 ①対抗措置の発動の可否

　　　　　　 ②取締役会が予定する対抗措置の当否

　　　　　　 ③対抗措置の中止の要否

　　　　　　 ④前三号に準じる重要な事項

　　　　　　 ⑤その他、取締役会が特別委員会に諮問した事項
　

・特別委員会は、必要があると判断したときは、当社の費用負担により、ファイナンシャル・アド

バイザー、公認会計士、弁護士その他の専門家の意見を求めることができる。
　

・特別委員会は、原則として、委員全員が出席して開催するものとする。但し、委員に事故あると

きその他やむを得ない事由があるときは、委員総数の過半数の出席により開催することができ

る。
　

・特別委員会の決議は、委員総数の過半数に相当する委員の同意をもってこれを行う。
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　 (2) 特別委員会委員
　

　　伊藤 邦雄　　　　 当社社外取締役

　　加藤 誠　　　     当社社外取締役

　　夏住 要一郎　　　 当社社外監査役

　　奥村 萬壽雄　　　 当社社外監査役
　

　

※２　新株予約権の概要

　

　 (1) 新株予約権付与の対象となる株主及びその発行条件

当社取締役会で定め公告する基準日における最終の株主名簿に記録された当社以外の株主に対

し、その所有株式１株につき１個の割合で新株予約権を無償で割り当てる。
　

　 (2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株

式の数(以下「対象株式数」という。)は１株とする。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合

は、所要の調整を行うものとする。また、当社の発行済株式総数の変更により、対象株式数の調整を

行うことがある。
　

　 (3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は１円を下限として当社株式の１株の時価

の２分の１の金額を上限とする金額の範囲内で当社取締役会が定める額とする。
　

　 (4) 新株予約権の行使条件

議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者(但し、あらかじめ当社取締役会が同意し

た者を除く。)でないこと等を行使の条件として定める。詳細については、当社取締役会において別

途定める。
　

　 (5) 新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。
　

　 (6) 当社による新株予約権の取得

当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権を取得することが適切であ

ると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、すべての新株

予約権を無償で取得することができる。なお、上記(4)の行使条件のため新株予約権の行使が認めら

れない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権１個につき対象株式数の当社株

式を交付することができる旨の条項を定めることがある。詳細については、当社取締役会において

別途定める。
　

　 (7) 新株予約権の行使期間等

新株予約権の行使期間その他の必要な事項については、当社取締役会が別途定めるものとする。
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(3) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における当社グループ(当社及び連結子会社)全体の研究開発費は43,230

百万円である。 

  なお、当第１四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はない。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 2,500,000,000

計 2,500,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類

第１四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成23年６月30日)

提出日現在発行数(株)

(平成23年８月３日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式 1,110,699,8871,110,699,887

東京(市場第一部)、
大阪(市場第一部)、
名古屋(市場第一部)、
福岡、札幌

単元株式数は1,000株

計 1,110,699,8871,110,699,887－ －

(注)　提出日現在の発行数には、平成23年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれていない。

　
(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項なし。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項なし。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項なし。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金増減額

 

(百万円)

資本金残高

 

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成23年６月30日 － 1,110,699 － 204,675 － 261,415

　

(6) 【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はない。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できな

いため、記載することができないことから、直前の基準日（平成23年３月31日）に基づく株主名簿に

よる記載をしている。

① 【発行済株式】

（平成23年６月30日現在）

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 　 － － －

議決権制限株式（自己株式等） 　 － － －

議決権制限株式（その他） 　 － － －

完全議決権株式（自己株式等）

(自己保有株式) 　

－普通株式 10,353,000 －

(相互保有株式) 　 　

普通株式 75,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,095,441,0001,095,441 －

単元未満株式 普通株式 4,830,887 － －

発行済株式総数 　 1,110,699,887 － －

総株主の議決権 　 － 1,095,441 －

(注) １「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が8,000株含まれている。 

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が８個含まれている。

２「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が23株含まれている。

　

② 【自己株式等】

（平成23年６月30日現在）

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

（自己保有株式） 　 　 　 　 　

シャープ株式会社 大阪市阿倍野区長池町

22番22号

10,353,000 0 10,353,000 0.93

（相互保有株式） 　 　 　 　 　

カンタツ株式会社 栃木県矢板市片岡
1150番地23

65,000 0 65,000 0.01

シャープタカヤ電子
工業株式会社

岡山県浅口郡里庄町
大字里見3121番地の１

10,000 0 10,000 0.00

計 － 10,428,000 0 10,428,000 0.94

　

２ 【役員の状況】

　該当事項なし。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成している。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成23年４月１日

から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年６月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 247,888 227,660

受取手形及び売掛金 392,780 385,810

たな卸資産 486,060 487,316

その他 398,552 396,911

貸倒引当金 △2,730 △2,550

流動資産合計 1,522,550 1,495,147

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 840,912 839,346

機械装置及び運搬具 1,607,772 1,604,000

工具、器具及び備品 391,308 393,740

その他 173,836 173,066

減価償却累計額 △2,048,914 △2,087,112

有形固定資産合計 964,914 923,040

無形固定資産 86,119 82,838

投資その他の資産 ※１
 308,861

※１
 308,559

固定資産合計 1,359,894 1,314,437

繰延資産 3,234 2,959

資産合計 2,885,678 2,812,543

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 531,638 462,586

短期借入金 128,453 147,023

1年内償還予定の社債 10,290 30,128

コマーシャル・ペーパー 139,766 253,375

賞与引当金 29,434 16,071

その他の引当金 17,912 17,402

その他 388,420 349,288

流動負債合計 1,245,913 1,275,873

固定負債

社債 215,046 195,038

新株予約権付社債 201,783 201,604

長期借入金 125,623 109,640

引当金 4,668 4,140

その他 44,000 39,635

固定負債合計 591,120 550,057

負債合計 1,837,033 1,825,930
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 204,676 204,676

資本剰余金 268,530 268,530

利益剰余金 648,935 592,124

自己株式 △13,863 △13,865

株主資本合計 1,108,278 1,051,465

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,915 4,587

繰延ヘッジ損益 △1,028 △1,046

為替換算調整勘定 △85,317 △89,263

在外子会社の年金債務調整額 △1,815 △1,762

その他の包括利益累計額合計 △82,245 △87,484

少数株主持分 22,612 22,632

純資産合計 1,048,645 986,613

負債純資産合計 2,885,678 2,812,543
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

売上高 741,601 640,349

売上原価 603,205 525,603

売上総利益 138,396 114,746

販売費及び一般管理費 115,872 111,221

営業利益 22,524 3,525

営業外収益

受取利息 454 247

固定資産賃貸料 3,098 2,705

その他 5,765 4,386

営業外収益合計 9,317 7,338

営業外費用

支払利息 1,791 2,067

コマーシャル・ペーパー利息 61 81

その他 9,968 9,406

営業外費用合計 11,820 11,554

経常利益又は経常損失（△） 20,021 △691

特別利益

固定資産売却益 50 375

特別利益合計 50 375

特別損失

固定資産除売却損 660 1,102

大型液晶操業損失 － ※１
 25,887

事業構造改革費用等損失 － ※２
 15,315

特別損失合計 660 42,304

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

19,411 △42,620

法人税、住民税及び事業税 2,684 5,964

法人税等調整額 5,403 380

法人税等合計 8,087 6,344

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

11,324 △48,964

少数株主利益 637 315

四半期純利益又は四半期純損失（△） 10,687 △49,279
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

11,324 △48,964

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,117 △1,285

繰延ヘッジ損益 53 △18

為替換算調整勘定 △20,630 △4,162

在外子会社の年金債務調整額 64 53

持分法適用会社に対する持分相当額 △72 101

その他の包括利益合計 △22,702 △5,311

四半期包括利益 △11,378 △54,275

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △11,362 △54,518

少数株主に係る四半期包括利益 △16 243

EDINET提出書類

シャープ株式会社(E01773)

四半期報告書

19/26



【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

   　当第１四半期連結累計期間 (自　平成23年４月１日 至　平成23年６月30日)

(1)連結の範囲の重要な変更

   　該当事項なし。

　

(2)持分法適用の範囲の重要な変更

   　該当事項なし。

　

【会計方針の変更等】

   　当第１四半期連結累計期間 (自　平成23年４月１日 至　平成23年６月30日)

   該当事項なし。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

   　当第１四半期連結累計期間 (自　平成23年４月１日 至　平成23年６月30日)

 　該当事項なし。

　

【追加情報】

　
当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日  
至  平成23年６月30日)

　当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用している。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　　　　(単位：百万円)
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日現在)

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

投資その他の資産 672

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

投資その他の資産 645

　 　
　２　偶発債務

　　　保証債務

従業員住宅資金借入に対する
保証

28,597

銀行借入に対する保証 　
　関西リサイクルシステムズ㈱ 50

　小計 50

合計 28,647

　２　偶発債務

　　　保証債務

従業員住宅資金借入に対する
保証

28,105

銀行借入に対する保証 　
　関西リサイクルシステムズ㈱ 25

　小計 25

合計 28,130

　 　
 

　３　その他

　　　　ＴＦＴ液晶事業に関し、欧州委員会競争総局等によ

る調査を受けており、また、北米・欧州において

損害賠償を求める民事訴訟が提起されている。

なお、公正取引委員会から排除措置命令及び課

徴金納付命令を受けたが、審判開始請求を行い

審判手続きが係属中である。

 

　３　その他

同左

 

　　　　

　

(四半期連結損益計算書関係)

　　　　(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成23年４月１日

　至　平成23年６月30日)

　１　　　　　　　　　―――

 

 

　

　２　　　　　　　　　―――

 

 

※１　当社及びシャープディスプレイプロダクト(株)に

おいて、液晶パネル製造設備の操業を一時停止し

たことに伴う異常操業費用である。

 

※２　液晶パネル工場の再編等に係るものであり、高付加

価値製品の需要増に対応するための体制整備に伴

い発生した休止固定資産の維持管理費用が主たる

内容である。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及び

のれんの償却額は、次のとおりである。 

　　　　(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成23年４月１日

　至　平成23年６月30日)

減価償却費 64,042

のれんの償却額 827
　

減価償却費 61,423

のれんの償却額 1,354
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

　１　配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月23日
定時株主総会

普通株式 11,004百万円 10円平成22年３月31日平成22年６月24日利益剰余金

　

　２　基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期

間の末日後となるもの

　　該当事項なし。

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日)

　１　配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月23日
定時株主総会

普通株式 7,702百万円 7円 平成23年３月31日平成23年６月24日利益剰余金

　

　２　基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期

間の末日後となるもの

　　該当事項なし。

EDINET提出書類

シャープ株式会社(E01773)

四半期報告書

22/26



(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 (単位：百万円)

　
エレクトロ
ニクス機器

電子部品 計
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 480,350 261,251 741,601 － 741,601

  セグメント間の内部
　売上高又は振替高

96 131,095 131,191△131,191 －

計 480,446 392,346 872,792△131,191 741,601

セグメント利益 22,365 6,387 28,752 △6,228 22,524

(注) １　セグメント利益の調整額△6,228百万円には、セグメント間取引消去2,536百万円及び各報告セグメントに配

分していない全社費用△7,042百万円が含まれている。全社費用は、主に基礎的研究開発費及び親会社の本社

管理部門に係る費用である。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

　

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 (単位：百万円)

　
エレクトロ
ニクス機器

電子部品 計
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 438,054 202,295 640,349 － 640,349

  セグメント間の内部
　売上高又は振替高

188 82,575 82,763 △82,763 －

計 438,242 284,870 723,112△82,763 640,349

セグメント利益又は損失(△) 20,099 △7,982 12,117 △8,592 3,525

(注) １　セグメント利益又は損失の調整額△8,592百万円には、セグメント間取引消去639百万円及び各報告セグメン

トに配分していない全社費用△9,763百万円が含まれている。全社費用は、主に基礎的研究開発費及び親会社

の本社管理部門に係る費用である。

２　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりである。
　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△) 9円71銭 △44円79銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益又は四半期純損失(△)(百万円) 10,687 △49,279

    普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

    普通株式に係る四半期純利益
　　又は四半期純損失(△)(百万円)

10,687 △49,279

    普通株式の期中平均株式数(千株) 1,100,403 1,100,344

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 9円07銭 －

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益調整額(百万円) 5 －

    (うち社債関係費等(税額相当額控除後)(百万円)) (5) －

    普通株式増加数(千株) 79,018 －

    (うち新株予約権付社債(千株)) (79,018) －

(注)  当第１四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するも

のの、１株当たり四半期純損失であるため記載していない。

　
(重要な後発事象)

該当事項なし。

　
２ 【その他】

該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年８月３日

シャープ株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人
　

　
　

指定有限責任社員
業務執行社員 　 公認会計士　　後　藤　　研　了　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　原　田　　大　輔　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員 　 公認会計士　　公　江　　祐　輔　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員 　 公認会計士　　成　本　　弘　治　　印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている
シャープ株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間
(平成23年４月１日から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23
年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半
期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、シャープ株式会社及び連結子会社の平成23年
６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい
ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

　報告書提出会社)が別途保管している。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。
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